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　2013年には71万人だった外国人労働者
数は、今や200万人にまで増加しています

（次頁図表参照）。国籍別で一番多いのは、
ベトナムです。次は中国、3位はフィリピ
ンとなっています。人手不足も増加の背景
にあります。その多くは技能実習生です。
2019年には特定技能制度ができました。

「相当程度の技能」を持つ人は特定技能 
1号という在留資格を取得、「より熟練し
た技術」を持つ人は2号を取得できます。

特に2号は在留期間が無制限で就労できる
など、国は外国人の人材確保に力を注いで
います。
　さらに、この先の5年間で82万人の受け
入れを見込むとし、政府は現行の技能実習
制度を解消し、人手不足分野における人材
確保及び人材育成を目的とする「育成就労
制度」を創設する法案などを決定しまし
た。2027年までの施行を目指します。さ
らに、外国人労働者の日本語習得の要件が

　政府は人手不足対策として、外国人材の活用を図る動きを加速させています。一方で、言葉や文化・
習慣の違いから、外国人の採用に壁を感じている企業もあります。そのような中で、長年、企業・個人
からのニーズに応え、集団研修や個別オンラインなどを活用した多様な方法で「ビジネスの日本語」を教
えてきた、NPO法人日本語教育研究所の理事長・西原鈴子さんに、職場での、外国人の日本語コミュニ
ケーションについてお話を伺いました。

深読み！今月の

▲コロナ禍で急増したが、以前から海外にいる
学習者とのリモート授業にも対応している

▲日本語教育研究所が製作した書籍の一部
◀︎理事長
　西原鈴子氏

外国人の就労者のための日本語教育
「日本語教育研究所」に聞く
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国際社会における日本語・日本文化への理
解促進に力を注いできました。特に、経験
が豊富な日本語教師を多く抱えている同研
究所は、日本語習得のサポートに長年の実
績があり、これまでに多くの企業で日本語
教育レッスンを担っています。
　「これまで、職場や生活にストレスを感
じると、会社を辞めて他の国に行ってしま
うケースがありました。また、配偶者の仕
事が見つからないからと帰国してしまった
例もあります。外国人の立場に立って、居
心地がいいから他に行かないと思えるよう
な職場にすることが大切です。それは外国
人だけではなく、同じ職場で働く日本人に
とってもいいことです」
　西原さんは、人口減少が激しいとされる
地方の方が、外国人就労への依存度が高い
と指摘します。特に、製造業や農業、漁業
の人手不足は深刻だといいます。
　「例えば、牡蛎の養殖が盛んな広島では、
技能実習生なくして牡蛎生産が成り立たな
いほどだと聞きました。実際に、地方自治

厳しくなるとされています。新たな制度で
は、外国人が就労開始前までに日本語能力
A1相当以上の試験（日本語能力試験N5
等）に合格すること又は相当の日本語講習
を受講することを要件とした上で、外国人
の技能修得状況等が評価されます。そのた
め、受入れ機関は、新たな制度による受入
れ後1年経過時までに技能検定試験基礎級
等及び日本語能力A1相当以上の試験を外
国人労働者に受験させることが必要になり
ます。また、技能実習生資格から「特定技
能」への移行にも、技能と日本語の両方の
試験に合格するという条件を加えます。さ
らに、これまで原則できなかった別の企業
への「転籍」には、1年以上働いたうえで、
一定の技能と相応の日本語の能力が必要に
なります。
　これまでの技能実習と特定技能制度のあ
り方を見直すもので、在留資格を長期にす
る分野を増やし、転職を認めるなど、これ
までの制度が直面していた課題に対し、国
際的に理解が得られる形で外国人の就労の
受け入れを拡大していく方向です。しかし、
これまで認められていなかった転籍が緩和
されると、地方の企業などでは、苦労して
確保した人材が都会に流出することを懸念
する声もあります。

外国人が働いてくれる職場づくり

　日本語教育研究所で理事長を務める西原
さんは「人材流出を防ぐのに大切なのは、
魅力ある職場づくりです」と話します。
　同研究所は、2003年に特定非営利活動
法人になる前から、日本語教育の発展や、

NPO法人　日本語教育研究所
〒102−0085 東京都千代田区六番町13−4 浅松ビル1階　https://www.npo-nikken.com/
西原鈴子：1941年神奈川県生まれ。米国ミシガン大学ラッカム大学院言語学専攻博士後期課程修了。米国、
インドネシア、オーストラリアで日本語教育に従事したのち、国立国語研究所日本語教育センター、東京女
子大学現代文化学部、国際交流基金日本語国際センターに勤務、日本語教育研究に従事する。2018年よ
り現職。文化庁長官表彰（1914年）、旭日中綬賞（2017年）、文化庁創立五十周年記念表彰（2018年）受賞。
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外国人労働者数と内訳の図
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出典：厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況（令和5年10月末時点）
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体の首長自らが東アジアなどの外国に行っ
て、人材の確保をしていることもあります」
と話します。

要
かなめ

は「良い人間関係を築くため
の日本語」

　同研究所では、技能実習生に限らず、企
業からの依頼を受けてマンツーマンから
100人規模の集団相手まで、様々な形で日
本語研修を行っています。企業規模も大企
業だけでなく、本当に小さな数人の組織で
も必要があれば教えに行きます。対象は新
入外国人や、すでに働いている人など、働
き方も、日本語の習得レベルもまちまちで
す。研修センターなどで数ヶ月の間、みっ
ちり授業する場合もあれば、週に1、2回
の頻度で授業を行う場合もあります。学習
プランは、その都度作成し、クライアント
の要望や学習者のレベルに合わせます。日
本企業で働くことが初めてという場合は、
日本の文化、ビジネスマナーについて学習
プランに織り込むこともあります。
　「企業の要望のほとんどは、『職場で日本
語のコミュニケーションが取れるように
なってほしい』というものです。この漠然
としている要望を、分解していくのが私た
ちの仕事です。コミュニケーションといっ
ても、営業職か技術職かで、必要とされる
日本語スキルは違うからです。営業は、お
客様とのやり取りがあるので、丁寧な言葉
づかいを覚える必要があるでしょう。プレ
ゼンテーションをする可能性もあり、配布
資料などを作成できる能力も必要とされる

かもしれません。技術職であれば専門用語
を覚えるのが先決になります」
　同研究所の日本語教師は、事前に企業の
担当者と打ち合わせを行い、どんな場面で、
誰に対して使う、どんな日本語が上手に
なってほしいのかという細かいところまで
突き詰めて、企業ニーズを把握します。こ
のようにきめ細かく対応していると、企業
側と外国人学習者のニーズのすれ違いなど
に気がつくこともあるそうです。
　「敬語を勉強してほしいという企業側の
要望があるのに対し、学習者にどうもやる
気が感じられないことがありました。理由
を聞いてみると、『今の職場では敬語はほ
とんど使わないから不要だと思う』と、学
習のモチベーションが上がらないようなの
です。しかし企業側は、この先、外国人に
もお客様と接する機会を増やしたいと考え
ていました。このようなすれ違いも、日本
語教師が間に入ることで解消でき、お互い
の関係がよくなります」
　そのような経験から、同研究所では「良
い人間関係を築くための日本語」の習得を
目標に掲げています。日本語教師は学習に
寄り添う「伴走者」であり、企業と受講者
の「仲介役」でもあるのです。
　優秀な日本語教師かどうかは、ニーズに
あった学習目的や到達までのプランを立て
られるかどうかであり、そこが肝

きも
だと西原

さんは言います。
　「例えば、敬語を勉強したいという受講
者に対して、状況に応じて敬語を使えるよ
うにしていくために、具体的に、取引先と

事業所規模別外国人労働者の割合国籍別外国人労働者の割合

外国人労働者数
2,048,675人

外国人労働者数
2,048,675人

【30人未満】
738,757人
36.1％

【100～499人】
478,188人
23.3％

【30～99人】
396,389人
19.3％

【500人以上】
356,334人
17.4％

ベトナム
518,364人
25.3％

中国
（香港、マカオを含む）

397,918人
19.4％

フィリピン
226,846人
11.1％

ネパール
145,587人
7.1％

ブラジル
137,132人
6.7％

インドネシア
121,507人
5.9％

韓国
71,454人
3.5％

ミャンマー
71,188人
3.5％

タイ
36,543人
1.8％

ペルー
31,584人
1.5％

G7等
83,882人
4.1％

その他
206,670人
10.1％

【不明】
79,007人
3.9％

出典：厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況（令和5年10月末時点）
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深読み！今月の

の電話で使う敬語なのか、日常的に使う社
内の上司に使う敬語なのか、ニーズを把握
し、そのシーンを想定して授業をしていき
ます。少し教育分野の専門的なお話になり
ますが、私たち研究所の教師が学習プラン
を立てる際に採用しているのが『現場Can 
do（現場ですぐ使える動作指標）』という
考え方です。この『Can do』は、学習の
到達目標を『～することができる』とリス
ト化し、具体的に何ができるようになるの
か、明確化するものです」
　ペーパーテストで高得点を取るのとは
違って、実際に日本語を使って「できる」
を積み重ね、その結果、「話せる」ように
なることを目指すものです。日本の教育の
現場でもこれらのコースデザインの採用が
広がっています。

「話せる」の先へ。相手の国の
文化やマナー、ルールを学ぶ

　同研究所には、受講者からの「言葉は通
じるのに、ギクシャクしてしまってどうし
たらいいかわからない」という相談もある
そうです。言葉を学ぶスタンスとして、ま
ずは「相手をよく知らないといけない」と
西原さんは言います。
　例えば、日本人は本題の前に、「お手数
ですが」「申し訳ないのですが」などのクッ
ション言葉を多用します。また、自分の意
見を述べる前にまず相手の意見を褒め、次
に課題を指摘し、最後に反対の意見を述べ
るという、3段階を踏みます。もしこれを
しなかった場合、良い印象は与えられませ
ん。しかし、外国人の場合は、せっかく良
いと思う発言をしたのに雰囲気が悪くなっ

た理由がわからず、嫌われているのかと受
け止めて、そこですれ違いが生まれます。
　「例えば、有給休暇の取り方を教えるよ
うなこともします。日本人は『いつでも
取っていいよ』と言われても、チームの仕
事の進捗や、周囲とのタイミングを計って
取ります。外国人からすると、権利である
はずの有給休暇を取るのにどうして気を使
うのかと思うわけですが、『日本人はチー
ムワークを大切にしていて、休んだら他の
人が穴埋めをすることを考えます。だから
お土産も買います』と説明して納得しても
らいます。外国人が日本人になる必要はあ
りません。しかし、日本企業の文化、マ
ナー、ルールを知ると、みんなが気持ちよ
く働けます」

働き先として選ばれ続けるために

　現在、外国人労働者が日本語を学ぶ場が
不足しているといわれています。文化庁に
よると、地域に日本語教室などがないとい
う市町村は、2021年時点で全体の46％を
占めています。そのため、日本語教師の養
成・増員や、地方における日本語教育の拠
点となる施設づくりが急がれています。し
かし、ただ日本語を教えればいいわけでは
ないこと、潜在的なニーズを引き出し、さ
らに自分たちの国のマナーや習慣も含めて
わかりやすく伝えていくという、総合的な
支援が求められています。
　「経済成長が目覚ましいアジアの国々の
人々から、この先も日本を働き先に選んで
もらうためには、職場や地域においてまだ
まだできることがあります」（西原さん）

文・写真／平井明日菜

情報誌『月刊マネジメント倶楽部』についてはこちら→ https://www.zeiken.co.jp/mgzn/management/
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